令和６年度　グループホーム古川園　事業報告書
共同生活援助
１　グループホーム利用定員（30名）　　
（１）グループホーム古川園　　　
6名　　　和歌山市江南48-6
（２）グループホーム第2古川園　
6名　　　和歌山市広原166-1
（３）グループホーム第3古川園　　
7名　　　和歌山市江南48-4
（４）グループホーム第6古川園　　　　5名　　　和歌山市坂田243-5

（５）グループホーム第7古川園　　　　2名　　　和歌山市井辺124-12
（６）グループホーム第8古川園　　　  4名　　　和歌山市紀三井寺1175-7

２　職員

（1） グループホーム古川園　
（グループホーム古川園・グループホーム第2古川園・グループホーム第3古川園グループホーム第6古川園・グループホーム第7古川園・グループホーム第8古川園）

	職　　種
	非　常　勤
	常　　勤

	管　理　者
	
	１名

	サービス管理責任者
	
	１名

	生活支援員
	1名
	２名

	世　話　人
	７名
	２名

	嘱　託　医
	１名
	


　
３　事業運営基本事業
　　「暮らし」をテーマに、障害のある方が住み慣れた地域で生活し続けることができるグループホーム作りを目指し、利用者が自立を目指し、地域において共同して日常生活、社会生活を営むことができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居にて　入浴又は食事の援助・介護、相談その他の日常生活上の援助・介護を適切かつ、効果的に行うものとする。又、就労、余暇活動、ボランティア活動、近所付き合いを通じ、自然に地域の一員として認知されていくように、必要な時に必要に応じた支援介護を行った。
４　利用者への介護、援助

（１）利用者に対する相談
　　利用者とその家族の悩みや不安についての相談に対し、十分に話を聞き、適切な助言を行うことや、解決が必要な場合は社会資源を活用する、また、各関係機関へ繋げていくよう支援を行った。
（２）食事の提供

　　　利用者の自立を促すために、食事中や片付け等の見守りを行った。また、調理が困難な利用者が多いために調理等を世話人または利用者とともに世話人が行った。昼食及び夕食等はデリシャスマウンテンより食事を購入しています。
食事会として弁当やおせち料理を購入するなど変化を持たせ、刻み食が必要な利用者に対して支援を行い、毎日の食事が楽しくなる様に努めた。
（３）健康管理・金銭管理の介護・援助
　　　　利用者個々の心身の健康状態を常に把握するとともに、病院の引率及び服薬支援を行った。日常生活を送る上での必要な金銭管理を行い、自立した地域生活が送れるよう個人的な金銭の使い方についてもアドバイスを行い支援した。
　　　　常備薬の管理や感染対策としての消毒やマスクの管理

　　　　新型コロナウイルス感染症利用者への支援　
健康診断・・・令和6年10月1日～、
　（４）余暇活動の支援
　　　感染予防対策を取りながら年間行事の開催や各スポーツ大会の参加を行い、利用者が楽しくできる様に職員一同で支援を行った。

（５）緊急時の対応

　　　和歌山警備保障株式会社と警備の委託契約を締結

機械警備（火災監視業務等）

機械警備により自動的に通報、電話による体制　　　

担当職員の携帯電話番号を夜間の緊急事態等に各利用者が連絡できるように周知および各施設に掲示する。また連絡のきた職員は、適切な支援を行い記録し、他職員や他施設等に連絡をし、連携した支援を行った。
夜間等の緊急時はグループホームに貼り出してある携帯に連絡を行う。

グループホーム古川園　ｻｰﾋﾞｽ管理責任者　　（携帯電話:080-1494-6481）
やまのこども　　　　　施　設　長　　　　 （携帯電話:090-3267-2658）
（６）職場等との連絡・調整

　　　利用者個々の精神的・身体的状況についての情報の把握に努め、また、職場の人の要求に応じ情報提供を行う等の支援をした。
（７）その他日常生活に必要な介護・援助を行った。
５　防災訓練・総合訓練
（1） 非常災害を想定して、地震等の自然災害・防災訓練及び総合訓練を利用者全員で
実施した。　　  
	
	
	古川園
	第2古川園
	第3古川園
	第6古川園
	第7古川園
	第8古川園

	年月日
	R6
	4月18日
	4月23日
	4月17日
	4月27日
	3月31日
	4月27日

	
	
	9月20日
	9月17日
	9月17日
	9月23日
	9月23日
	9月23日

	
	R7
	1月7日
	1月2日
	1月7日
	1月3日
	入居者無
	1月3日


　　（２）立ち入り検査
　　　グループホーム第7古川園　　令和6年12月4日　　不備事項等認めず
　

（3） 不審者侵入時を想定して、対応訓練を利用者全員で実施した。　　  
	
	古川園
	第2古川園
	第3古川園
	第6古川園
	第7古川園
	第8古川園

	年月日
	9月20日
	9月17日
	9月17日
	9月26日
	9月25日
	9月24日


６　行事

（１） レクリエーション（スポーツ大会・イベント等）
　　　　 マウンテンラブと合同イベントに参加する。
	日　　付
	内　　　　容

	3月31日
	やまのこども　入所式及びお花見会

	4月29日
	グループホーム　お食事会

	5月4日
	グループホーム　お食事会

	5月6日
	グループホーム　お食事会

	5月19日
	第24回和歌山県スポーツ大会　陸上・開会式

	6月2日
	第24回和歌山県スポーツ大会　ボーリング

	6月8日
	グループホーム　お食事会

	8月12日
	グループホーム　お食事会

	9月22日
	第24回和歌山県スポーツ大会　フライングディスク

	10月9日
	ふれあいスポーツ広場　ナイスハート

	10月12日
	作品作り（己書）

	10月16日
	作品作り（己書）

	10月18日
	作品作り（己書）

	11月28日
	グループホーム　お食事会

	1月1日
	おせち料理


（2） 個別支援会議
	年
	月
	日

	令和6年
	2月
	8・13・16・17・20・22・27日

	
	3月
	11日

	
	6月
	29日

	
	7月
	1日

	
	8月
	5・6・7・8・9・20・22日

	
	12月
	26日

	令和7年
	1月
	20日

	
	2月
	5・7・14・17・20・25・27日


７　バックアップ施設

　　マウンテンラブ（就労継続支援B型）・相談支援事業所マウンテンラブ（計画相談支援事業・障害児相談支援事業）と連携し、利用者のニーズの把握やその善処についての情報交換を職員会議等を行った。また、家族・行政・他事業所との調整援助を求めた。
８　苦情の解決するために講じた処置

　　常時のサービス管理責任者・職員が利用者からの苦情等の受付窓口として受け付ける。

苦情を解決するために苦情解決責任者　管理者が内容に応じて第三者委員に連絡する。

第三者委員　　　2名
９　虐待防止のために講じて処置
　　グループホームにおける虐待の受付窓口をサービス管理責任者・職員が受け付ける。虐待解決責任者は（理事長　古川　多津美）が行う。

　　第三者委員　　　2名
